
 
平成３０年度介護保険サービスに関する相談・苦情等の状況  
（１）相談・苦情等件数        分  類 
内 容 区 分 相談 苦情 告発 その他 合計 
サ ー ビ ス の 質 34 64 6 12 116 

管理者、従業者等の態度及び対応 28 142 1 6 177 

説明・情報の不足 10 21 0 0 31 

具体的な被害・損害 8 10 0 6 24 

利 用 者 負 担 5 10 5 5 25 

契約・手続き関係 33 39 0 3 75 

要介護・要支援認定 3 7 0 2 12 

ケ ア プ ラ ン 5 7 0 2 14 

サービス供給量 1 2 0 0 3 

保 険 料 0 0 0 0 0 

制 度 の 仕 組 み 22 11 0 1 34 

他 施 策 関 連 0 0 0 1 1 

虐 待 45 44 48 39 176 

運 営 基 準 違 反 34 16 57 28 135 

被 保 険 者 証 0 0 0 0 0 

そ の 他 205 142 31 89 467 

合 計 433 515 148 194 1,290 

※ 市役所に寄せられた介護保険サービスに関する相談・苦情等のうち、制度や手続き 
に関する照会など簡易なものを除いた件数を示す。 

※ 分類の「その他」は、他課、愛知県、国保連等からの情報提供等。 
※ 内容区分の「その他」は、地域住民とのトラブル、労働環境問題、衛生上の問題等。 



（２）相談・苦情等の内容（例） 

○ 「サービスの質」についての苦情    担当のヘルパーを替えて欲しいとお願いしたが、ヘルパーを替えてくれない。 
（苦情申立者：利用者 対象：訪問介護）   → 利用者よりヘルパーを変更するように事業所へ要望があれば、事業所は可能な限り対応する
必要がある。しかし、事業所においても、人員配置上の問題等で要望に対して答えられない場

合もあるため、事業所とよく話し合っていただきたいと助言を行った。  
○ 「管理者、従業者等の態度及び対応」についての苦情    訪問看護員の言葉遣いが横柄だ。 

（苦情申立者：利用者家族 対象：訪問看護）   → 事業所へ苦情があった旨を伝え、事実確認を行うよう依頼。 
事業所の事実確認の結果、当該職員は横柄な言い方をしたつもりはなかったが、苦情申立者

へニュアンスがうまく伝わっていなかった事実があったため、引き続き誠意ある対応をしてい

ただくように指導を行った。  
○ 「契約・手続き関係」についての苦情 

事業所から契約解除をされた。（苦情申立者：利用者家族 対象：居宅介護支援）  
→ 当該苦情を受け事業所へ事実確認を行ったところ、双方の契約内容や事実確認の捉え方の違
い等によるトラブルであったため、当市が契約解除に関しての法的判断や指導を行う権限がな

いことを説明し、契約内容に関して訴えたいのであれば弁護士等に相談するように助言を行っ

た。  
○ 「虐待」についての相談  父に痣が出来ており、虐待が疑われる（相談者：利用者家族 対象：認知症対応型共同生活

介護）     
→ 虐待が疑われたため、施設に対し立入監査を実施した。虐待が疑われた利用者への不適切ケ
アの事実や虐待と断定できる資料や証言はなかった。その後、利用者が病院を受診すると、医

師の診断により、暴行による痣ではなく、転倒による痣であることが発覚した。今回のケース

は虐待と断定されなかったが、虐待が疑われる要素があったため、職員間の情報共有の場を設

けるなど職場環境の改善に努めること、改めてケアの質、接遇の向上を図ること、苦情の記録

を都度作成し、施設全体で対策を考え、解決するよう努めることを助言した。 


